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１．企業活動と輸出管理の必要性 



  

取引先としての評価・信頼度アップ 
 販売や取引をする場合、日本を含めた国際レジーム参加国の
企業は通常契約前に取引審査を行うが潜在リスクが低い企業と
は安心して取引が可能と判断される。 

法令遵守は企業の義務 
手続コストの減 
 適切な輸出管理により輸出手続きの簡素化が可能。 

リスクマネージメント 
 輸出が法令上は問題がなくても、仮に自社製品が輸出先で大
量破壊兵器などに利用されていた場合、企業の大きなイメージ
ダウンになるため、慎重な取引審査が求められる。 

なぜ、企業の輸出管理は必要なのか？ 
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なぜ、企業の輸出管理は必要なのか？ 

輸出管理は自由貿易のための最低限のルール。
ルールを守ることで安心した経済活動が可能となり、経
済が活発化。 

適切な輸出管理を率先して導入すれば、他社との差
別化が可能となり、より大きなビジネスチャンスに。 

輸出管理は企業価値を高める。 
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２．企業における輸出管理 



リスト規制
のチェック 
(該非判定) 

引き合い 

Yes 

輸出許可申請手続 

キャッチ
オール規制
のチェック 
(取引審査） 

No 

輸出許可
なしで 
輸出。 
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Yes 

No 

リスト規制
品かどうか。 

大量破壊兵器開
発等に利用される
おそれがあるか。 

（１）企業の輸出管理の流れ 
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出荷管理 

出荷 



◆取引審査とは。 

（１）企業の輸出管理の流れ 
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 どのような取引相手か（引き合い先、需要者等の確認）、ど
のような用途に使うのか（具体的な用途の確認）等のチェック
を行い、輸出者として当該取引を進めて良いか否かを判断
すること。 

 

●貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか否か。 

●申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしいか否か。 

●貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に
使用されないことが確からしいか否か。 

●貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか否か。 

 判断の参考になるのが、以下の４つの許可基準。 



62.1% 

16.7% 

6.9% 

5.7% 

4.7% 
3.8% 

１．該非判定の未実施 

５．該非判定時における法令・ 
 通達の解釈（例外等）の誤り 

４．出荷確認等の誤り 

３．許可条件違反 

２．該非判定時における 

 該当項番の適用の誤り 

６．故意・重過失 

（２００７年～２０１１年） 

（２）違法輸出 

◆日本の最近の違法輸出の原因分析 
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３．日本のＩＣＰ制度 
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輸出や技術提供に関する一連の手続を規定するとともに、 
外為法などの安全保障貿易管理関係法令を遵守し、違反を 
未然に防ぐための内部規程。 

輸出者等が自ら定める組織内部の規程で、あくまで自主管理を
行うための任意のもの。 

（１）ＩＣＰ導入の背景と効果 

◆ＩＣＰ※（輸出管理内部規程）とは 

※ＩＣＰ：Internal Compliance Program 
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 産業界が自主管理を行うことで違法輸出のリスクを減らす。 

 政府（ＭＥＴＩ）がより注意を要する案件に集中することで効果

的な輸出管理につながる。 

Internal Compliance Program (ICP) 導入の促進 

 1987年より企業へIＣＰを導入を奨励。 

 海外子会社への導入も奨励。 

  2007年末  2008年末  2009年末  2010年末  2011年末  2012年末  

日本のIＣＰ届出
企業数   

1,417 1,462 1,459 1,426 1,460 1,452 

（１）ＩＣＰ導入の背景と効果 

◆ＩＣＰ導入の背景 
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優良企業であることを自ら社会
に示すことができる。 

効果的なチェックによりミスの危
険性を最小限にできる。 

内部手続きと責任関係を明確に
することで、安全で信頼性の高
いビジネスができる。 

包括許可※を受けることができる。 
※包括許可：個別許可の申請なしに一定の範囲につい
て包括的に許可を受け輸出が可能になる制度。 

過失による違法輸出のリスク
を軽減することができる。 

人材をより機微性の高い案件
に重点配分できる。 

企業（輸出者） METI 

ICP は、企業（輸出者）とＭＥＴＩの双方に有効な制度 

（１）ＩＣＰ導入の背景と効果 

◆ＩＣＰ導入の効果 
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(1)輸出管理体制 

Ａ．体制 

(2)該非判定・取引審査 
(3)出荷管理 

Ｂ．手続 

(4)監査 
(5)教育/研修 
(6)資料管理 
(7)子会社等の指導 
(8)報告及び再発防止 

Ｃ．維持管理 

（２）ＩＣＰの基本要素 
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違法輸出の要因の回避 

Ａ 体制 

 ①輸出管理体制、 

 （業務分担、責任の
明確化） 

Ｂ 手続 

  ②該非判定・取引審査 

  ③出荷管理 

Ｃ 維持管理 

 ④監査 

 ⑤教育/研修 

 ⑥資料管理 

 ⑦子会社等の指導 

 ⑧報告及び再発防止 

a)貨物等の審査 
  （該非判定） 

b)顧客・用途の 
  審査（取引審査） 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の判定の 

見落とし 

法令の 
解釈の 
誤り 

参照すべき  
規制リストの 
誤り 

顧客・用途に関する 

  不適切な判断 

出荷管理 
の誤り 

c)出荷管理 

【実際の輸出手続】 

ⅰ）責任体制の 

整備・明確化 

ⅱ）手続を内部に 

周知・徹底 

ⅲ）違反防止及
び早期発見 

  再発防止 

輸出管理内部規程（ＩＣＰ）は輸出管理において発生が想定される様々なリスクを回
避するために有効なツール。 

輸 
出 

許可条件等 
の未遵守 

輸出管理上
のリスク 

ＩＣＰの基本的事項 

（３）ＩＣＰ社内整備の効果 

15 



ＩＣＰ 

自主管理 

輸出  

監査 
 

 
 

 
 

 
 

METI 

CPの策定相談・届出 

  

セミナー参加、チェックリスト提出 

包括許可 

(Bulk License) 

輸出者 

立入検査 

（４）ＩＣＰの届出と立入検査 
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（５）ICP導入に向けたサポートについて 
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大学・研究機関 

政府   産業界 CISTEC 

 一般財団法人 安全保障貿易情報センター（CISTEC ：Center  

  for Information on Security Trade Control)は１９８９年に設立 

  された我が国で唯一の輸出管理問題に関する民間の非営利 

  総合推進団体。 

 現在、大手電機メーカー、機械メーカー、商社等４００の法人賛助
会員をもつ。 

 CISTECは安全保障輸出管理に関し「産・官・学のリンケージチャ
ネル」として有効に機能することを通じて「合理的で実効ある安全
保障輸出管理」を実現し、ひいては「世界平和」への貢献を目指
している。  

 



（５）ICP導入に向けたサポートについて 
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CISTECはICP導入促進の為、産業界や政府と協力
し”Model ICP”を設定。 
 

輸出管理形態等のバリエーションに応じ６パターンを設定。 

 

自社品あり 
（例：メーカー等） 

 

自社品なし 
（例：商社等） 

管理形態 (1)専門部署を設ける Type 1A Type 1B 

(2)専門部署でなく専任者を 
  任命する 

Type 2A Type 2B 

(3)代表取締役等が直接 
  管理する 

Type 3A Type 3B 



ICP 

各種説明会
案内 

輸出者向けの各種説明会を実施 

ホームページで各種情報を提供 

  2007ＦＹ  2008ＦＹ  2009ＦＹ  2010Ｙ  2011ＦＹ  2012ＦＹ  

開催回数 89 99 113 125 104 112 

総参加者数 9,612 11,631 15,611 14,023 14,207 14,235 

（６）ＩＣＰ制度の導入促進 

◆ＭＥＴＩのＩＣＰについての普及・啓発 
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http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 
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経済産業省 貿易経済協力局 
安全保障貿易管検査官室 


